
警報・防災気象情報等発令による臨時休館等の対応について 

 

警報等発令時の臨時休館の基準は、下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記①～④のいずれかが発令された時 

① 河内長野市に 暴風警報または大雨警報または洪水警報 

② 河内長野市に 特別警報 

③ 木根館周辺に 土砂災害警戒情報（レベル４）以上（※） 

         ※気象庁のキキクル（危険度分布）にて確認 

④ 河内長野市から 避難指示または緊急安全確保 

午前８時時点で発令 

午前中は臨時休館 

正午までに解除 

午後１時から開館 

正午時点で発令中 

臨時休館 

開館時間中に発令 

■発令時点で臨時休館となります。 

その後、開館時間中に解除されても開館はいたしません。 

■利用者は帰宅していただきます。 

作業途中であっても、帰宅していただきますので、ご了承ください。 

ただし、帰宅することが危険な状況の場合は、館内で待機していただ

く場合があります。 
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河内長野市立林業総合センター木根館 
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